
2021 年 11 月 1 日 

プレミアムメンバー会員規約 新旧対照表 

改定前 改定後 備考 
 本規約は、株式会社ピーシーデポコーポレ
ーション（以下「当社」といいます。）が提供
するプレミアムサービスシリーズについて、
当社及びサービス提供を受けるプレミアムメ
ンバーの権利義務並びに当社が提供するサー
ビス一体型メンバーシップの内容について規
定するものです。 
 
 
 
 
 
第１章 総則 
 
第１条 （定義） 
  本規約において、以下に掲げる略語は、
各号に定める意味を有するものとします。 
 (１) 当社 
   株式会社ピーシーデポコーポレーショ
ンを指します。 
 (２) 本メンバーシップ 
   当社とプレミアムメンバーとの間で締
結されるメンバーシップであり、本メンバー
シップの内容は本規約及び個別規約、「トータ
ルサービスメンバー申込書」及び「お申込み
内容 確認事項」等に記載のとおりとしま
す。 
 (３) プレミアムメンバー 
   当社の定めるメンバーシップへの入会
を認められ、当社が提供する月額会員制サポ
ートサービスを受けることのできる資格を有
するお客様をいいます。 
 (４) プレミアムサービス 
    

当社がプレミアムメンバーに対し、月
額会員制で提供する機器（提供機器がある場
合）及びソフトウェアの提供並びにこれらの

 本規約は、株式会社ピーシーデポコーポレ
ーション（以下「当社」といいます。）が提供
する、プレミアムメンバーとご家族の生活の
デジタル化全般をお手伝いし、いわゆるデジ
タル・デバイドを解消することでカスタマー
サクセスを実現する「ご家庭のデジタル担
当」定額会員制サービスについて、当社及び
サービス提供を受けるプレミアムメンバーの
権利義務並びに当社が提供するサービス一体
型メンバーシップの内容を規定するもので
す。 
 
第１章 総則 
 
第１条 （定義） 
  本規約において、以下に掲げる略語は、
各号に定める意味を有するものとします。 
 (１) 当社 
   株式会社ピーシーデポコーポレーショ
ンを指します。 
 (２) 本メンバーシップ 
   当社とプレミアムメンバーとの間で締
結されるメンバーシップであり、本メンバー
シップの内容は本規約及び個別規約、「プレミ
アムメンバー入会申込書」及び「お申込み内
容 確認事項」等に記載のとおりとします。 
  
(３) プレミアムメンバー 
   当社の定めるメンバーシップへの入会
を認められ、当社が提供するデジタル担当定
額会員制サービスを受けることのできる資格
を有するお客様をいいます。 
 (４) プレミアムサービス（デジタル担当
定額会員制サービス） 
   当社がプレミアムメンバーに対し、定
額会員制で提供する機器（提供機器がある場
合）及びソフトウェアの提供並びにこれらの
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サポートサービスを統合したサービス一体型
メンバーシップであり、具体的内容は本メン
バーシップに定めるとおりとします。 
 (５) 提供機器 
   本メンバーシップに基づき、プレミア
ムサービスの一環として当社がプレミアムメ
ンバーに対して提供する機器をいい、提供機
器の具体的内容は本メンバーシップに定める
とおりとします。 
 (６) サポート対象機器 
   本メンバーシップに基づき、プレミア
ムサービスの一環としてプレミアムメンバー
に提供するサポートサービスの対象となる機
器を指し、サポート対象機器の具体的内容は
本メンバーシップに定めるとおりとします。 
 (７) 提供ソフトウェア 
   本メンバーシップに基づき、プレミア
ムサービスの一環として当社がプレミアムメ
ンバーに対して使用を許諾するソフトウェア
及びコンテンツをいい、提供ソフトウェアの
具体的内容は本メンバーシップに定めるとお
りとします。 
 (８) サポート対象ソフトウェア 
   本メンバーシップに基づき、プレミア
ムサービスの一環としてプレミアムメンバー
に提供するサポートサービスの対象となるソ
フトウェア及びコンテンツを指し、サポート
対象ソフトウェアの具体的内容は本メンバー
シップに定めるとおりとします。 
（新設） 
 
 
 
 
 
第２条 （本メンバーシップの目的） 
  本メンバーシップは、当社がプレミアム
メンバーに提供する提供機器及び提供ソフト
ウェア、並びに、サポート対象機器・サポー
ト対象ソフトウェアの操作方法や修理等に係
るサポートサービスが一体となって、プレミ
アムメンバーが当社の有する専門知識を十分

サポートサービスを統合したサービス一体型
メンバーシップであり、具体的内容は本メン
バーシップに定めるとおりとします。 
 (５) 提供機器 
   本メンバーシップに基づき、プレミア
ムサービスの一環として当社がプレミアムメ
ンバーに対して提供する機器をいい、提供機
器の具体的内容は本メンバーシップに定める
とおりとします。 
 (６) サポート対象機器 
   本メンバーシップに基づき、プレミア
ムサービスの一環としてプレミアムメンバー
に提供するサポートサービスの対象となる機
器を指し、サポート対象機器の具体的内容は
本メンバーシップに定めるとおりとします。 
 (７) 提供ソフトウェア 
   本メンバーシップに基づき、プレミア
ムサービスの一環として当社がプレミアムメ
ンバーに対して使用を許諾するソフトウェア
及びコンテンツをいい、提供ソフトウェアの
具体的内容は本メンバーシップに定めるとお
りとします。 
 (８) サポート対象ソフトウェア 
   本メンバーシップに基づき、プレミア
ムサービスの一環としてプレミアムメンバー
に提供するサポートサービスの対象となるソ
フトウェア及びコンテンツを指し、サポート
対象ソフトウェアの具体的内容は本メンバー
シップに定めるとおりとします。 
 (９) デジタル担当 
   本メンバーシップに基づき、プレミア
ムメンバーとご家族の生活のデジタル化全般
のお手伝いをする当社のデジタルライフプラ
ンナーを指します。 
 
第２条 （本メンバーシップの目的）   
本メンバーシップは、プレミアムメンバーの
ご家庭のデジタル担当を提供し、いわゆるデ
ジタル・デバイドを解消することでプレミア
ムメンバーとご家族のカスタマーサクセスを
実現することを目的とします。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（新設） 
 
 
 
 
 
 

（変更） 
 
 
 
 
 



に活用し、いわゆるデジタル・デバイドを解
消しながらサポート対象機器を最大限に活用
できる環境を整備することを目的とするもの
です。 
 
第３条 （サービス一体型メンバーシップ） 
１ 本メンバーシップの締結後、当社はプレ
ミアムメンバーに対し、本メンバーシップの
条項に従って提供機器がある場合は提供機器
を引き渡すとともに提供ソフトウェアの使用
許諾を行い、かつ、サポート対象機器及びサ
ポート対象ソフトウェアの利用に係るサポー
トサービスを提供します。 
２ プレミアムサービスの内容をなす機器の
引き渡し、ソフトウェアの使用許諾及びサポ
ートサービスの提供は、これら全ての要素が
一体として提供されることにより、初めて第
２条に定めるメンバーシップ目的を達成でき
ることに照らし、これらの要素は不可分一体
のメンバーシップであり、一部の要素のみを
分離・独立してメンバーシップの締結、メン
バーシップの解約又は解除することはできな
いことを確認します。 
３ サポートサービスの具体的内容は、本メ
ンバーシップに規定するほか、個別規約、「お
申込み内容 確認事項」に定めるとおりとし
ます。 
（新設） 
 
 
 
 
第２章 メンバー登録及びメンバー情報の管
理 
 
第４条 （メンバー登録） 
１ プレミアムメンバーとなることを希望す
るお客様が、本規約及び個別規約の各条項に
同意して当社に対し「トータルサービスメン
バー申込書」及び「お申込み内容 確認事
項」を提出して入会申込を行い、当社がこれ
を承諾して入会希望者にお客様番号を付与し

 
 
 
 
 
第３条 （サービス一体型メンバーシップ） 
１ 本メンバーシップの締結後、当社はプレ
ミアムメンバーに対し、本メンバーシップの
条項に従って提供機器がある場合は提供機器
を引き渡すとともに提供ソフトウェアの使用
許諾を行い、かつ、サポート対象機器及びサ
ポート対象ソフトウェアの利用に係るサポー
トサービスを提供します。 
２ プレミアムサービスの内容をなす機器の
引き渡し、ソフトウェアの使用許諾及びサポ
ートサービスの提供は、これら全ての要素が
一体として提供されることにより、初めて第
２条に定めるメンバーシップ目的を達成でき
ることに照らし、これらの要素は不可分一体
のメンバーシップであり、一部の要素のみを
分離・独立してメンバーシップの締結、メン
バーシップの解約又は解除することはできな
いことを確認します。 
３ サポートサービスの具体的内容は、本メ
ンバーシップに規定するほか、個別規約、「お
申込み内容 確認事項」に定めるとおりとし
ます。 
４ 前各項の定めに関わらず、プレミアムメ
ンバーとご家族のデジタルライフの利便性向
上に資する制度やサービスを新設する場合、
当社は本規約とは別に内容を定めて周知する
ものとします。 
第２章 メンバー登録及びメンバー情報の管
理 
 
第４条 （メンバー登録） 
１ プレミアムメンバーとなることを希望す
るお客様（以下「入会希望者」といいます。） 
が、本規約及び個別規約の各条項に同意して
当社に対し「プレミアムメンバー入会申込
書」及び「お申込み内容 確認事項」を提出
して入会申込を行い、当社がこれを承諾して
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た場合には、入会希望者はプレミアムメンバ
ーとしての地位を取得します。 
 
２ 前項の規定により入会希望者がプレミア
ムメンバーとしての地位を取得することによ
り、当該プレミアムメンバーと当社との間
で、本メンバーシップが成立するものとしま
す。本メンバーシップの内容は、本規約及び
個別規約の各規定に定めるものとします。 
３ メンバー登録が完了した場合、当社はプ
レミアムメンバーに対し、プレミアムメンバ
ーカード及びメンバーアドレス（ドメイン名
ｏｚｚｉｏ．ｊｐのメールアドレス）を発行
するとともに、「トータルサービスメンバー申
込書」及び「お申込み内容 確認事項」の控
えをプレミアムメンバーに交付します。 
４ 当社は、入会希望者が以下の各号のいず
れかに該当する場合は、メンバー登録を承諾
しない場合があります。 
 (１) メンバー登録時に虚偽の事項を通知
したことが判明した場合 
 (２) 本メンバーシップに規定する料金の
支払いを過去に怠り、又は将来怠るおそれが
あると当社が判断した場合 
 (３) 過去に当社において入会希望者との
メンバーシップを解除したことがあり、又は
当社が入会希望者に対するサービスの利用を
停止したことがあった場合 
 (４) 満 20 歳未満の未成年者である場合 
 (５) 入会希望者が、指定したクレジット
カードの名義人と異なる場合 
 (６) 入会希望者が、指定したクレジット
カードを発行したクレジットカード会社か
ら、クレジットカード利用メンバーシップの
解除その他の事由により当該クレジットカー
ドの利用を認められていない場合 
 (７) 当社が入会希望を承諾することによ
り、技術上又は当社の業務遂行条著しい支障
があると判断した場合 
 (８) 入会希望者が法人又は個人事業主と
して自ら営む事業での利用を目的としている
ことが判明した場合（ただし、プレミアムメ

入会希望者にお客様番号を付与した場合に
は、入会希望者はプレミアムメンバーとして
の地位を取得します。 
２ 前項の規定により入会希望者がプレミア
ムメンバーとしての地位を取得することによ
り、当該プレミアムメンバーと当社との間
で、本メンバーシップが成立するものとしま
す。本メンバーシップの内容は、本規約及び
個別規約の各規定に定めるものとします。 
３ メンバー登録が完了した場合、当社はプ
レミアムメンバーに対し、プレミアムメンバ
ーカード及びメンバーアドレス（ドメイン名
ｏｚｚｉｏ．ｊｐのメールアドレス）を発行
するとともに、「トータルサービスメンバー申
込書」及び「お申込み内容 確認事項」の控
えをプレミアムメンバーに交付します。 
４ 当社は、入会希望者が以下の各号のいず
れかに該当する場合は、メンバー登録を承諾
しない場合があります。 
 (１) メンバー登録時に虚偽の事項を通知
したことが判明した場合 
 (２) 本メンバーシップに規定する料金の
支払いを過去に怠り、又は将来怠るおそれが
あると当社が判断した場合 
 (３) 過去に当社において入会希望者との
メンバーシップを解除したことがあり、又は
当社が入会希望者に対するサービスの利用を
停止したことがあった場合 
 (４) 未成年者である場合 
 (５) 入会希望者が、指定したクレジット
カードの名義人と異なる場合 
 (６) 入会希望者が、指定したクレジット
カードを発行したクレジットカード会社か
ら、クレジットカード利用メンバーシップの
解除その他の事由により当該クレジットカー
ドの利用を認められていない場合 
 (７) 当社が入会希望を承諾することによ
り、技術上又は当社の業務遂行上著しい支障
があると判断した場合 
 (８) 入会希望者が法人又は個人事業主と
して自ら営む事業での利用を目的としている
ことが判明した場合（ただし、プレミアムメ
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ンバー for Business コースを除く） 
 (９) 入会希望者が第 48 条（暴力団等反社
会的勢力の排除）に規定する反社会的勢力に
該当する場合 
 (10) 前各号のほか、当社が入会希望をお
断りすることが相当と判断した場合 
５ メンバー登録後にプレミアムメンバーが
前項第１号から第９号までのいずれかの規定
（各規定における「入会希望者」は「プレミ
アムメンバー」と読み替えます。）に該当する
ことが判明した場合には、当社は所定の方法
で当該プレミアムメンバーに通知することに
より、本メンバーシップを解除して、プレミ
アムメンバーを退会させることができるもの
とします。ただし、前項第２号、第５号、第
６号、第８号の規定に該当する場合は、相当
の期間を定めてその事実を是正するよう催告
したにもかかわらず、期間内に是正されない
場合に限ります。 
６ 本メンバーシップの申込をするプレミア
ムメンバーが第 32 条（料金等の支払方法）
に規定する料金等の支払方法に同意する場合
は、当社所定のオンラインサインアップ手続
きによる申込が可能です。この場合、当社は
プレミアムメンバーに対し、プレミアムサー
ビスを利用するためのお客様番号を交付いた
します。 
 
第５条 （サポート対象機器の動作確認） 
１ 当社は前条に定める入会の承諾の前に、
サポート対象機器の動作確認を行い、サポー
ト対象機器が正常に動作する場合のみ、前条
の入会希望を承諾するものとします。動作確
認の基準及び正常動作の基準は当社が定める
ものとします。 
２ サポート対象機器は、当社が提供した機
器又はプレミアムメンバーが所有権を持つ機
器に限ります。当社はプレミアムメンバーに
適切なサポートサービスを提供するため、当
社所定の方法によってサポート対象機器の製
品名、シリアル番号を保管し、プレミアムメ
ンバーはこれを承諾するものとします。 

ンバー for Business コースを除く） 
 (９) 入会希望者が第 48 条（暴力団等反社
会的勢力の排除）に規定する反社会的勢力に
該当する場合 
 (10) 前各号のほか、当社が入会希望をお
断りすることが相当と判断した場合 
５ メンバー登録後にプレミアムメンバーが
前項第１号から第９号までのいずれかの規定
（各規定における「入会希望者」は「プレミ
アムメンバー」と読み替えます。）に該当する
ことが判明した場合には、当社は所定の方法
で当該プレミアムメンバーに通知することに
より、本メンバーシップを解除して、プレミ
アムメンバーを退会させることができるもの
とします。ただし、前項第２号、第５号、第
６号、第８号の規定に該当する場合は、相当
の期間を定めてその事実を是正するよう催告
したにもかかわらず、期間内に是正されない
場合に限ります。 
６ 本メンバーシップの申込をする入会希望
者が第 32 条（料金等の支払方法）に規定す
る料金等の支払方法に同意する場合は、当社
所定のオンラインサインアップ手続きによる
申込が可能です。この場合、当社はプレミア
ムメンバーに対し、プレミアムサービスを利
用するためのお客様番号を交付いたします。 
 
 
第５条 （サポート対象機器の動作確認） 
１ 当社は前条に定める入会申込の承諾の前
に、サポート対象機器の動作確認を行い、サ
ポート対象機器が正常に動作する場合のみ、
前条の入会申込を承諾するものとします。動
作確認の基準及び正常動作の基準は当社が定
めるものとします。 
２ サポート対象機器は、当社が提供した機
器又はプレミアムメンバーが所有権を持つ機
器に限ります。当社はプレミアムメンバーに
適切なサポートサービスを提供するため、当
社所定の方法によってサポート対象機器の製
品名、シリアル番号を保管し、プレミアムメ
ンバーはこれを承諾するものとします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（変更） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（変更） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
第６条 （プレミアムメンバーカードの管
理） 
１ プレミアムメンバーカードは、カードに
記載されているお客様番号により関連付けら
れたプレミアムメンバー以外は利用できませ
ん。 
２ プレミアムメンバーカードの所有権は当
社に留保されるものとし、プレミアムメンバ
ーは善良なる管理者の注意をもってプレミア
ムメンバーカード及び当該カードに係る情報
（お客様番号等）を管理しなければなりませ
ん。 
３ プレミアムメンバーは、他者に対しプレ
ミアムメンバーカードを貸与、預託、譲渡も
しくは担保提供し、又はカード情報を預託も
しくは利用させてはならないものとします。 
４ プレミアムメンバーによるプレミアムメ
ンバーカードの紛失、毀損等に起因して発生
するいかなる損害（第８条（プレミアムメン
バーカードの機能）の規定によりサービス提
供を受けられないことによる損害を含みま
す。）も、当社は責任を負わないものとしま
す。 
 
第７条 （プレミアムメンバーカードの再発
行） 
  プレミアムメンバーカードの紛失、盗
難、破損又は滅失等の場合、当社が認めた場
合に限りプレミアムメンバーカードを再発行
します。この場合、プレミアムメンバーは第
29 条（手続きに関する料金の支払義務）第１
項第６号に規定する手数料を当社所定の方法
に従い支払うものとします。 
 
第８条 （プレミアムメンバーカードの機
能） 
  プレミアムメンバーカードは、プレミア
ムメンバーがプレミアムサービスに入会した
ことを証明するものであり、プレミアムメン
バーカードの提示がない場合、プレミアムサ
ービスの内容となるサービスや特典を利用で
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きないことがあります。 
 
第９条 （メンバー情報の管理及び利用） 
１ プレミアムメンバーは、ＣＬＵＢ ＰＣ 
ＤＥＰＯＴの利用に係るメールアドレス及び
パスワード（以下「ｏｚｚｉｏＩＤアカウン
ト」と総称します。）を、プレミアムメンバー
本人の責任により管理及び利用しなければな
りません。ｏｚｚｉｏＩＤアカウントのプレ
ミアムメンバー自身による利用上の過誤及び
第三者による不正利用等に起因する損害につ
いては、当社は一切責任を負わないものとし
ます。 
２ プレミアムメンバーは、当社が別に定め
る場合を除き、ｏｚｚｉｏＩＤアカウントを
第三者に利用させたり、貸与又は譲渡した
り、あるいはこれらの行為をすることを企図
することはできません。 
３ 当社は、ｏｚｚｉｏＩＤアカウントに含
まれるメールアドレス（以下「本メールアド
レス」といいます。）をサポート対象機器で利
用できるよう、サポート対象機器の本体設定
等を行うものとします。 
４ 本メールアドレスは当社が指定するメー
ルソフトにて利用するものとし、メールソフ
トの設定は当社及び業務委託先が行うものと
します。当社が指定するメールソフト以外の
ソフトウェアを利用した場合、上記メールソ
フトの設定を行わなかった場合、当社は本メ
ールアドレスの動作を保証しないものとしま
す。 
５ 本メールアドレスの受信サーバ容量は５
GB を上限とし、上限を超過した場合は古い
データから順に削除されます。又、データの
保持期間は 90 日間であり、その間に受信さ
れなかったメールは削除されます。 
６ 設備の状況により、本メールアドレスに
係る電子メールの送受信について遅延又は未
着が生じることがありますが、当社はこれら
の遅延又は未着、その他本メールアドレスの
トラブルによりプレミアムメンバーに発生す
る直接及び間接の損害について、一切の責任
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を負わないものとします。 
７ 当社が他の事業者から提供されているオ
ンラインサービス等を利用するための設定を
行う場合、プレミアムメンバーは当社に対し
て設定に必要なアカウント情報を提示した上
で、当社が実施する設定作業やその内容及び
結果について、誤りがないこと、依頼した以
外の設定がされていないことを監督する義務
があるものとします。なお、設定に掛かる技
術手数料や、当該オンラインサービスの規約
にて登録料金及び利用料その他必要となる費
用の支払いを要する場合は、プレミアムメン
バーが負担するものとします。 
 
第 10 条 （届出事項の変更） 
１ プレミアムメンバーは、氏名、住所、連
絡先及び料金等の支払に利用するクレジット
カード情報に変更があった場合は、直ちにそ
の旨を当社所定の方法に従い当社に届け出る
ものとします。 
２ プレミアムメンバーがコース変更、オプ
ションサービスの追加、解除又は変更を希望
する場合には、当社所定の方法に従って申請
するものとします。当社がプレミアムメンバ
ーの申請を承諾した場合、毎月の初日から 20
日までに当社に通知が到達したものは当該通
知のあった月の末日に、毎月の 21 日から末
日までに当社に通知が到達したものは当該通
知のあった月の翌月末日に、変更した事項を
適用するものとします。この場合、プレミア
ムメンバーは第 29 条（手続きに関する料金
の支払義務）第１項第２号に定める事務手数
料を支払うものとします。 
 
第３章 プレミアムサービスの提供 
 
第 11 条 （提供開始日） 
  プレミアムサービスの提供開始日は、第
４条（メンバー登録）の規定に基づいて入会
希望を当社が承諾し、又は当社所定のオンラ
インサインアップによる入会手続きが完了し
た日をいいます。 
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第 12 条 （提供ソフトウェアの使用許諾） 
１ 当社はプレミアムメンバーに対し、本メ
ンバーシップの期間中、提供ソフトウェアを
非独占的に使用許諾するものとします。ただ
し、本許諾は著作権の各支分権に対応する行
為の利用許諾となるものではありません。 
２ 当社はプレミアムメンバーに対し、提供
ソフトウェアの利用に必要となる ID・パスワ
ードを通知するものとし、この通知をもって
前項の使用許諾が完了するものとします。 
３ プレミアムメンバーは提供ソフトウェア
を提供機器においてのみ使用することができ
るものとし、第 19 条（禁止事項）に定める
禁止行為を行わないものとします。 
４ 事由の如何を問わず本メンバーシップの
終了と同時に本条の使用許諾は失効し、その
場合、プレミアムメンバーは直ちに提供ソフ
トウェアの利用を中止するものとします。 
 
第 13 条 （サポートサービス） 
  当社はプレミアムメンバーに対し、本メ
ンバーシップ期間中、次条以下の規定に従
い、サポート対象機器及びサポート対象ソフ
トウェアの利用等に係るサポートサービスを
提供します。 
 
 
第 14 条 （プレミアムメンバー専用ダイヤ
ル） 
１ プレミアムメンバー専用ダイヤルは、当
社のサービス提供内容に関するご相談、メン
バーシップの内容及びプレミアムメンバーが
入会しているコース内容やその変更及び退会
等に関するご相談の電話窓口です。本メンバ
ーシップの入会手続きは、プレミアムメンバ
ー専用ダイヤルではなく店頭での手続き又は
オンラインサインアップをご利用下さい。 
２ プレミアムメンバー専用ダイヤルは、プ
レミアムメンバーからのご相談・ご質問に対
して当社が別に規定する範囲で答えるものと
し、全てのご相談・ご質問等にお答えする義

 
第 12 条 （提供ソフトウェアの使用許諾） 
１ 当社はプレミアムメンバーに対し、本メ
ンバーシップの期間中、提供ソフトウェアを
非独占的に使用許諾するものとします。ただ
し、本許諾は著作権の各支分権に対応する行
為の利用許諾となるものではありません。 
２ 当社はプレミアムメンバーに対し、提供
ソフトウェアの利用に必要となる ID・パスワ
ードを通知するものとし、この通知をもって
前項の使用許諾が完了するものとします。 
３ プレミアムメンバーは提供ソフトウェア
を提供機器においてのみ使用することができ
るものとし、第 19 条（禁止事項）に定める
禁止行為を行わないものとします。 
４ 事由の如何を問わず本メンバーシップの
終了と同時に本条の使用許諾は失効し、その
場合、プレミアムメンバーは直ちに提供ソフ
トウェアの利用を中止するものとします。 
 
第 13 条 （サポートサービス） 
  当社はプレミアムメンバーに対し、本メ
ンバーシップ期間中、次条以下の規定に従
い、生活のデジタル化全般のお手伝いおよび
サポート対象機器・サポート対象ソフトウェ
アの利用等に係るサポートサービスを提供し
ます。 
 
第 14 条 （プレミアムメンバー専用ダイヤ
ル） 
１ プレミアムメンバー専用ダイヤルは、当
社のサービス提供内容に関するご相談、メン
バーシップの内容及びプレミアムメンバーが
入会しているコース内容やその変更及び退会
等に関するご相談の電話窓口です。本メンバ
ーシップの入会手続きは、プレミアムメンバ
ー専用ダイヤルではなく店頭での手続き又は
オンラインサインアップをご利用ください。 
２ プレミアムメンバー専用ダイヤルは、プ
レミアムメンバーからのご相談・ご質問に対
して当社が別に規定する範囲で答えるものと
し、全てのご相談・ご質問等にお答えする義

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（変更） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



務を負うものではありません。 
３ プレミアムメンバー専用ダイヤルは、プ
レミアムメンバーから入会コースの変更・退
会の申し出があった場合、ＰＣ ＤＥＰＯＴ
店舗、ピーシーデポスマートライフ店舗、及
びパソコンクリニック店舗にご来店いただく
ことをお願いする場合があります。 
 
第 15 条 （24 時間リモートサポート） 
１ 24 時間リモートサポートは当社所定の業
務委託先が提供するサービスであり、プレミ
アムメンバーに対し、電話、メール及び遠隔
操作でサポートサービスを実施するもので
す。プレミアムメンバーの入会コースが 24
時間リモートサポートを含むものである場
合、これを利用することができます。 
２ プレミアムメンバーは、24 時間リモート
サポートでの１事項の解決や、30 分相当の操
作方法の指導につき、第 32 条（料金等の支
払方法）に規定する方法で税込額 1,000 円を
支払うものとします。 
３ プレミアムメンバーからの申告に対し、
解決のために必要となる作業内容や解決の判
断は、当社及び当社所定の業務委託先が判断
するものとします。 
４ 作業の実施にあたっては、プレミアムメ
ンバーに事前に作業内容の説明を行い、その
承諾を得てから実施するものとします。 
５ 24 時間リモートサポートは、プレミアム
メンバーが申告した事項の解決を保証するも
のではありません。 
 
第 16 条 （緊急地震速報及び津波注意喚起
通知） 
１ 緊急地震速報サービスは、気象庁が発表
する高度利用者向けの緊急地震速報に含まれ
る予報資料を用いて、気象庁⻑官の許可を得
た予測手法に基づく予報を通知するサービス
であり、地震の発生を予知するものではあり
ません。プレミアムメンバーは以下の各号の
規定を承諾するものとします。 
 (１) 緊急地震速報サービスには技術的限
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界があり、警報が実際の地震到達に間に合わ
なかったり、予測数値に誤差が生じたり、誤
報を受信する場合があることがあります。 
 (２) 緊急地震速報サービスの提供するデ
ータの全部又は一部を利用できないことによ
って発生する損害に対し、当社は一切の責任
を負わないこととします。 
 (３) プレミアムメンバーが緊急地震速報
サービスの利用により第三者に損害を与えた
場合、プレミアムメンバーは自己の責任に基
づき解決するものとし、当社は一切の責任を
負わないこととします。 
 (４) 気象庁の緊急地震速報の提供中止又
は変更事項に伴い、緊急地震速報サービスの
中止又はサービス内容の変更を行う場合があ
ります。 
 (５) 緊急地震速報の受信に使用する通信
機器が故障しているとき及び電源が入ってい
ないとき又はインターネット常時接続回線と
接続されていないときは、緊急地震速報を受
信できません。 
 (６) 緊急地震速報サービスは、プレミア
ムメンバーが入会時又は第 10 条（届出事項
の変更）に基づいて当社に届け出た設置住所
において利用できるものとし、届け出た住所
と異なる場所では利用はできません。 
 (７) 緊急地震速報の特性や限界について
は、気象庁が定めるところによります。 
２ 津波注意喚起通知は、緊急地震速報が発
表されたときで、以下の各号を全て満たすと
き、津波発生の注意喚起する表示を行うサー
ビスです。 
 (１) 地震が発するエネルギーを表すマグ
ニチュードが 6.0 以上であるとき 
 (２) 震源地が海域であるとき 
 (３) 震源の深さが 50km 以下であるとき 
３ プレミアムメンバーは、緊急地震速報サ
ービスを提供しているコースに入会している
とき、緊急地震速報サービスを利用できるも
のとし、その月額料金は別に定めるところに
よります。 
４ 津波注意喚起通知は、緊急地震速報サー

界があり、警報が実際の地震到達に間に合わ
なかったり、予測数値に誤差が生じたり、誤
報を受信する場合があることがあります。 
 (２) 緊急地震速報サービスの提供するデ
ータの全部又は一部を利用できないことによ
って発生する損害に対し、当社は一切の責任
を負わないこととします。 
 (３) プレミアムメンバーが緊急地震速報
サービスの利用により第三者に損害を与えた
場合、プレミアムメンバーは自己の責任に基
づき解決するものとし、当社は一切の責任を
負わないこととします。 
 (４) 気象庁の緊急地震速報の提供中止又
は変更事項に伴い、緊急地震速報サービスの
中止又はサービス内容の変更を行う場合があ
ります。 
 (５) 緊急地震速報の受信に使用する通信
機器が故障しているとき及び電源が入ってい
ないとき又はインターネット常時接続回線と
接続されていないときは、緊急地震速報を受
信できません。 
 (６) 緊急地震速報サービスは、プレミア
ムメンバーが入会時又は第 10 条（届出事項
の変更）に基づいて当社に届け出た設置住所
において利用できるものとし、届け出た住所
と異なる場所では利用はできません。 
 (７) 緊急地震速報の特性や限界について
は、気象庁が定めるところによります。 
２ 津波注意喚起通知は、緊急地震速報が発
表されたときで、以下の各号を全て満たすと
き、津波発生の注意喚起する表示を行うサー
ビスです。 
 (１) 地震が発するエネルギーを表すマグ
ニチュードが 6.0 以上であるとき 
 (２) 震源地が海域であるとき 
 (３) 震源の深さが 50km 以下であるとき 
３ プレミアムメンバーは、緊急地震速報サ
ービスを提供しているコースに入会している
とき、緊急地震速報サービスを利用できるも
のとし、その月額料金は別に定めるところに
よります。 
４ 津波注意喚起通知は、緊急地震速報サー

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ビスに入会しているプレミアムメンバーにの
み提供するものとし、その月額料金は別に定
めるところによります。 
 
第 17 条 （ＰＣ ＤＥＰＯＴデバイスマネ
ージャー） 
１ ＰＣ ＤＥＰＯＴデバイスマネージャー
（以下、単に「デバイスマネージャー」とい
います。）は、当社がサポート対象機器に設定
するセキュリティ対策の１つであり、以下の
各号に規定する機能を有します。 
 (１) 遠隔操作によるサポート対象機器の
ロック（以下「遠隔ロック」といいます。） 
 (２) 遠隔操作によるサポート対象機器の
データ消去（以下「遠隔消去」といいます。） 
２ デバイスマネージャーは、以下の各号に
規定する情報の収集を行い、当社所定のサー
バに保管します。収集した情報の利用目的や
方法は第 47 条（個人情報の取り扱い）に規
定するところによります。 
 (１) プレミアムメンバーが入会時又は第
10 条（届出事項の変更）に基づいて当社に届
け出た個人情報 
 (２) 型番やシリアル番号等のサポート対
象機器を特定するための情報 
 (３) プレミアムメンバーから届け出のあ
った、サポート対象機器の利用者に関する情
報 
 (４) サポート対象機器の設定情報の一部
（ＳＳＩＤ等のネットワークに関する情報及
びインストールされたアプリケーション情報
等） 
 (５) サポート対象機器の位置情報 
 (６) その他デバイスマネージャーの性能
を実現するために必要な情報 
３ 当社は、サポート対象機器にデバイスマ
ネージャーの導入を実施する際、事前にプレ
ミアムメンバーの承諾を得るものとします。 
４ プレミアムメンバーは、サポート対象機
器の紛失、盗難その他の事由により第１項に
規定する遠隔ロック又は遠隔消去の申し出を
することができます。当社は、係る申し出が

ビスに入会しているプレミアムメンバーにの
み提供するものとし、その月額料金は別に定
めるところによります。 
 
第 17 条 （ＰＣ ＤＥＰＯＴデバイスマネ
ージャー） 
1 ＰＣ ＤＥＰＯＴデバイスマネージャー
（以下、単に「デバイスマネージャー」とい
います。）は、当社がサポート対象機器に設定
するセキュリティ対策の１つであり、以下の
各号に規定する機能を有します。 
 (１) 遠隔操作によるサポート対象機器の
ロック（以下「遠隔ロック」といいます。） 
 (２) 遠隔操作によるサポート対象機器の
データ消去（以下「遠隔消去」といいます。）
２ デバイスマネージャーは、以下の各号に
規定する情報の収集を行い、当社所定のサー
バに保管します。収集した情報の利用目的や
方法は第 47 条（個人情報の取り扱い）に規
定するところによります。 
 (１) プレミアムメンバーが入会時又は第
10 条（届出事項の変更）に基づいて当社に届
け出た個人情報 
 (２) 型番やシリアル番号等のサポート対
象機器を特定するための情報 
 (３) プレミアムメンバーから届け出のあ
った、サポート対象機器の利用者に関する情
報 
 (４) サポート対象機器の設定情報の一部
（ＳＳＩＤ等のネットワークに関する情報及
びインストールされたアプリケーション情報
等） 
 (５) サポート対象機器の位置情報 
 (５) その他デバイスマネージャーの性能
を実現するために必要な情報 
２ 当社は、サポート対象機器にデバイスマ
ネージャーの導入を実施する際、事前にプレ
ミアムメンバーの承諾を得るものとします。 
４ プレミアムメンバーは、サポート対象機
器の紛失、盗難その他の事由により第１項に
規定する遠隔ロック又は遠隔消去の申し出を
することができます。当社は、係る申し出が
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プレミアムメンバー本人によるものであるこ
とを確認したときは、申し出に応じた遠隔ロ
ック又は遠隔消去を実施します。 
５ 前項の規定に基づいて当社が遠隔消去を
実施した場合、サポート対象機器のオペレー
ションシステムや復元領域、その他のデータ
等を含む全てのデータが消失します。当社は
遠隔消去を実施して消失したデータの復旧や
データの消失による損害を賠償する責任を負
わないものとします。 
６ 第３項の規定にかかわらず、第 41 条
（利用停止）の規定に基づき、プレミアムメ
ンバーに通知を行った上で遠隔ロックによる
利用停止を実施する場合があります。 
７ プレミアムメンバーは、第４項の申し出
に基づく遠隔ロックの解除を申し出ることが
できます。当社は、その解除の申し出がプレ
ミアムメンバー本人によるものであることを
確認したときは、申し出に応じ遠隔ロックの
解除を実施します。なおプレミアムメンバー
は、一部の機器は、コールセンターでの遠隔
操作による解除ができないこと及びその場合
ロック解除のため所定のＰＣ ＤＥＰＯＴ店
舗、ピーシーデポスマートライフ店舗及びパ
ソコンクリニック店舗へ対象機器を自己の負
担で持ち込みを行うことにつき、承諾するも
のとします。 
 
第 18 条 （対象サービスに関するクイック
レクチャー） 
１ 当社は、プレミアムメンバーが他の事業
者から提供されるサービス（電子マネー決
済、ネット通販、オンラインサービス、各種
アプリケーション等。以下、本条において
「対象サービス」といいます。）を利用するに
あたり、クレジットカード登録を伴う設定作
業・手続等のお手伝い（補助）を「クイック
レクチャー」として行います。 
２ プレミアムメンバーは、クイックレクチ
ャーをご依頼いただく前に、予め、対象サー
ビスの内容を十分に理解するとともに、サー
ビス提供事業者が提示する利用規約等（他の

プレミアムメンバー本人によるものであるこ
とを確認したときは、申し出に応じた遠隔ロ
ック又は遠隔消去を実施します。 
５ 前項の規定に基づいて当社が遠隔消去を
実施した場合、サポート対象機器のオペレー
ションシステムや復元領域、その他のデータ
等を含む全てのデータが消失します。当社は
遠隔消去を実施して消失したデータの復旧や
データの消失による損害を賠償する責任を負
わないものとします。 
６ 第３項の規定にかかわらず、第 41 条
（利用停止）の規定に基づき、プレミアムメ
ンバーに通知を行った上で遠隔ロックによる
利用停止を実施する場合があります。 
７ プレミアムメンバーは、第４項の申し出
に基づく遠隔ロックの解除を申し出ることが
できます。当社は、その解除の申し出がプレ
ミアムメンバー本人によるものであることを
確認したときは、申し出に応じ遠隔ロックの
解除を実施します。なおプレミアムメンバー
は、一部の機器は、コールセンターでの遠隔
操作による解除ができないこと及びその場合
ロック解除のため所定のＰＣ ＤＥＰＯＴ店
舗、ピーシーデポスマートライフ店舗及びパ
ソコンクリニック店舗へ対象機器を自己の負
担で持ち込みを行うことにつき、承諾するも
のとします。 
 
第 18 条 （対象サービスに関する「使い方
お手伝い」） 
１ 当社は、プレミアムメンバーが他の事業
者から提供されるサービス（電子マネー決
済、ネット通販、オンラインサービス、各種
アプリケーション等。以下、本条において
「対象サービス」といいます。）を利用するに
あたり、クレジットカード登録を伴う設定作
業・手続等の支援を「使い方お手伝い」とし
て行います。 
２ プレミアムメンバーは、「使い方お手伝
い」をご依頼いただく前に、予め、対象サー
ビスの内容を十分に理解するとともに、サー
ビス提供事業者が提示する利用規約等（他の
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事業者へ支払う年会費の有無や解約方法、免
責事項等を含む）を確認のうえ、同意の上で
ご依頼いただくものとします。当社はプレミ
アムメンバーに対し、対象サービスのサービ
ス内容、契約内容又は契約締結判断につい
て、何らかの情報又はアドバイスを提供する
ものではありません。 
３ プレミアムメンバーがクイックレクチャ
ーを利用して対象サービスの登録作業を行っ
た場合、対象サービスに係る契約はプレミア
ムメンバーとサービス提供事業者との間で直
接に成立するものであり、両者間の債権債務
関係に関して当社は何らの責任を負いませ
ん。 
４ 当社は、クイックレクチャーの際に知り
得たプレミアムメンバーの個人情報を、クイ
ックレクチャー終了後に直ちに破棄するもの
とします。 
５ 以下の各号のいずれかに該当する場合、
当社はプレミアムメンバーに対するクイック
レクチャーをお断りすることがあります。 
 (１) 対象サービスが法令に違反し、又は
違反するおそれがあるとき 
 (２) レクチャー行為が法令に違反し、又
は違反するおそれがあるとき 
 (３) 対象サービスが高額、⻑期間又は専
門的な契約を内容とするものであるとき 
 (４) プレミアムメンバーが対象サービス
のサービス内容又契約内容を十分に理解して
いないとみられるとき 
 (５) 前各号のほか、プレミアムメンバー
に対するクイックレクチャーが不適切である
と当社が判断するとき 
６ クイックレクチャーによる対象サービス
の登録、又はクイックレクチャー後の対象サ
ービスの利用によりプレミアムメンバーに何
らかの損害が生じた場合でも、当社は、当社
従業員に故意又は重過失ある場合を除き、当
該損害について一切の責任を負いません。 
 
第 19 条 （禁止事項） 
  プレミアムメンバーは、本メンバーシッ

事業者へ支払う年会費の有無や解約方法、免
責事項等を含む）を確認のうえ、同意の上で
ご依頼いただくものとします。当社はプレミ
アムメンバーに対し、対象サービスのサービ
ス内容、契約内容又は契約締結判断につい
て、何らかの情報又はアドバイスを提供する
ものではありません。 
３ プレミアムメンバーが「使い方お手伝
い」を利用して対象サービスの登録作業を行
った場合、対象サービスに係る契約はプレミ
アムメンバーとサービス提供事業者との間で
直接に成立するものであり、両者間の債権債
務関係に関して当社は何らの責任を負いませ
ん。 
４ 当社は、「使い方お手伝い」の際に知り得
たプレミアムメンバーの個人情報を、「使い方
お手伝い」終了後に直ちに破棄するものとし
ます。 
５ 以下の各号のいずれかに該当する場合、
当社はプレミアムメンバーに対する「使い方
お手伝い」をお断りすることがあります。 
 (１) 対象サービスが法令に違反し、又は
違反するおそれがあるとき 
 (２) お手伝い行為が法令に違反し、又は
違反するおそれがあるとき 
 (３) 対象サービスが高額、⻑期間又は専
門的な契約を内容とするものであるとき 
 (４) プレミアムメンバーが対象サービス
のサービス内容又契約内容を十分に理解して
いないとみられるとき 
 (５) 前各号のほか、プレミアムメンバー
に対する「使い方お手伝い」が不適切である
と当社が判断するとき 
６ 「使い方お手伝い」による対象サービス
の登録、又は登録した対象サービスの利用に
よりプレミアムメンバーに何らかの損害が生
じた場合でも、当社は、当社従業員に故意又
は重過失ある場合を除き、当該損害について
一切の責任を負いません。 
 
第 19 条 （禁止事項） 
  プレミアムメンバーは、本メンバーシッ
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プ期間中、以下の各号に記載の事項を行うこ
とは禁止されています。 
 (１) 法令、裁判所の判決、決定もしくは
命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違
反する行為 
 (２) 公の秩序又は善良の風俗を害するお
それのある行為 
 (３) 当社又は第三者の著作権、商標権、
特許権、意匠権、不正競争防止法の営業秘密
に係る権利その他の知的財産権、名誉権、プ
ライバシー権、その他法令上又はメンバーシ
ップにおける権利を侵害する行為 
 (４) 対象機器又は対象コンテンツ並びに
提供ソフトエアの分解、改造、リバースエン
ジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセン
ブル 
 (５) 営業、宣伝、広告、勧誘、その他営
利を目的とする行為（当社の認めたものを除
きます。）、当社や他のお客様に対する嫌がら
せや誹謗中傷、風説の流布を目的とする行
為、その他メンバーシップが予定している利
用目的と異なる目的でメンバーシップを利用
する行為 
 (６) 反社会的勢力に対する利益供与その
他の協力行為 
 (７) 宗教活動又は宗教団体への勧誘行為 
 (８) 他人の個人情報、登録情報、利用履
歴情報などを、不正に収集、開示又は提供す
る行為 
 (９) 当社のサーバやネットワークシステ
ムに支障を与える行為、同様の質問を必要以
上に繰り返す等、当社に対し不当な問い合わ
せ又は要求をする行為、その他当社による本
サービスの運営又は他のお客様によるメンバ
ーシップの利用を妨害し、これらに支障を与
える行為 
 (10) 本メンバーシップにおける権利義
務、提供機器、提供ソフトウェア、プレミア
ムメンバー資格の全部若しくは一部の譲渡、
貸与、質入その他の担保提供、又はメンバー
シップにおける地位の移転 
 (11) 上記(１)から(10)のいずれかに該当

プ期間中、以下の各号に記載の事項を行うこ
とは禁止されています。 
 (１) 法令、裁判所の判決、決定もしくは
命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違
反する行為 
 (２) 公の秩序又は善良の風俗を害するお
それのある行為 
 (３) 当社又は第三者の著作権、商標権、
特許権、意匠権、不正競争防止法の営業秘密
に係る権利その他の知的財産権、名誉権、プ
ライバシー権、その他法令上又はメンバーシ
ップにおける権利を侵害する行為 
 (４) 対象機器又は対象コンテンツ並びに
提供ソフトウェアの分解、改造、リバースエ
ンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセ
ンブル 
 (５) 営業、宣伝、広告、勧誘、その他営
利を目的とする行為（当社の認めたものを除
きます。）、当社や他のお客様に対する嫌がら
せや誹謗中傷、風説の流布を目的とする行
為、その他メンバーシップが予定している利
用目的と異なる目的でメンバーシップを利用
する行為 
 (６) 反社会的勢力に対する利益供与その
他の協力行為 
 (７) 宗教活動又は宗教団体への勧誘行為 
 (８) 他人の個人情報、登録情報、利用履
歴情報などを、不正に収集、開示又は提供す
る行為 
 (９) 当社のサーバやネットワークシステ
ムに支障を与える行為、同様の質問を必要以
上に繰り返す等、当社に対し不当な問い合わ
せ又は要求をする行為、その他当社による本
サービスの運営又は他のお客様によるメンバ
ーシップの利用を妨害し、これらに支障を与
える行為 
 (10) 本メンバーシップにおける権利義
務、提供機器、提供ソフトウェア、プレミア
ムメンバー資格の全部若しくは一部の譲渡、
貸与、質入その他の担保提供、又はメンバー
シップにおける地位の移転 
 (11) 上記(１)から(10)のいずれかに該当
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する行為を援助又は助⻑する行為 
 (12) その他、当社が不適当と判断した行
為 
 
第 20 条 （メンバーシップ期間） 
１ 本メンバーシップのメンバーシップ期間
は、第 11 条（提供開始日）に規定するプレ
ミアムサービスの提供開始日を始期とし、提
供開始日の属する暦月の翌暦月の初日から起
算して「お申込み内容 確認事項」記載のメ
ンバーシップ期間が経過することとなる日
（以下「満了日」といいます。）をもって終期
とします。 
２ 第 42 条（メンバーシップ期間満了時の
扱い）に定める定期コースのメンバーシップ
期間は、定期コースに入会した日又は定期コ
ースを自動更新した日を始期とし、これらの
日の属する暦月の翌暦月の初日から起算し
て、本条第３項に規定する定期コースの種別
に基づく最低利用期間が経過することとなる
日（以下「更新日」といいます。）を終期とし
ます。 
３ 定期コースの更新月は、本条に規定する
満了日又は更新日の属する暦月の前暦月の 21
日から満了日又は更新日の属する暦月の 20
日までの期間をいいます。 
 
第 21 条 （免責） 
１ 当社は、提供機器又は提供ソフトウェア
に事実上又は法律上の瑕疵（安全性、信頼
性、正確性、完全性、有効性、特定の目的へ
の適合性、セキュリティなどに関する欠陥、
エラーやバグ、権利侵害などを含みます。）が
ないことを明示的にも黙示的にも保証してお
りません。当社は、プレミアムメンバーに対
して、係る瑕疵を除去して本サービスを提供
する義務を負いません。 
２ 当社は、当社の過失（重過失を除きま
す。）による債務不履行又は不法行為によりプ
レミアムメンバーに生じた損害のうち特別な
事情から生じた損害（当社又はプレミアムメ
ンバーが損害発生につき予見し、又は予見し
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得た場合を含みます。）について一切の責任を
負いません。又、当社の過失（重過失を除き
ます。）による債務不履行又は不法行為により
プレミアムメンバーに生じた損害の賠償は、
プレミアムメンバーから当該損害が発生した
月に受領した料金額を上限とします。 
 
第４章 提供機器の取り扱い 
 
第 22 条 （提供機器の提供） 
１ 当社はプレミアムメンバーに対し、「お申
込み内容 確認事項」記載の提供機器を譲渡
するものとし、プレミアムメンバーは提供機
器を譲り受けるものとします。 
２ 提供機器の所有権は、提供機器の引き渡
しとともに当社からプレミアムメンバーに移
転します。 
 
第 23 条 （機器提供の対価） 
  前条に定める提供機器の所有権移転の対
価は、プレミアムメンバーが当社に支払うサ
ービス一体型メンバーシップの月額料金に含
まれます。 
 
第 24 条 （提供機器の使用） 
１ プレミアムメンバーは、本メンバーシッ
プ期間中、提供機器を善良なる管理者の注意
をもって管理するものとし、提供機器を第三
者に有償・無償を問わず譲渡、貸与等しては
ならないものとします。 
２ 提供機器の本体設定は当社にて行うもの
とし、プレミアムメンバーは当社従業員によ
り提供機器の包装等を開封すること、及び、
提供機器に当社所定の設定を行うことを承諾
するものとします。 
３ プレミアムメンバーの使用中に生じた故
障・動作不良等の修理費用は、第 26 条（提
供機器の瑕疵）第１項に定めるものを除き、
プレミアムメンバーによる負担とします。 
４ プレミアムメンバーは、提供機器に任意
のソフトウェアやアプリケーションをインス
トールして使用することが可能ですが、これ
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らは当社が提供するサポートサービスの対象
外とします。又、これらにより提供機器の動
作不良等が生じた場合における修理等はプレ
ミアムメンバーの負担によるものとします。 
 
第 25 条 （提供機器に対する安全確認） 
  当社従業員が提供機器に対する設定・修
理を行う場合、機器ごと、手順ごとに安全確
認を行います。安全確認が出来ない場合に
は、作業を一時中断又は中止することがあり
ます。 
 
第 26 条 （提供機器の瑕疵） 
１ 提供機器に動作不良等の瑕疵がある場
合、以下の各号に定める場合を除き、引き渡
し日から起算して 12 ヶ月以内に限り、提供
機器に瑕疵がある旨をプレミアムメンバーが
当社に通知して、提供機器の修補を求めるこ
とができるものとします。 
 (１) 当該動作不良等が第 24 条（提供機器
の使用）第４項によりプレミアムメンバーが
インストールしたソフトウェア・コンテンツ
に起因するものである場合（当該ソフトウェ
ア・コンテンツに付着したコンピュータウィ
ルス等に起因する場合を含みます） 
 (２) 提供機器に対する強い衝撃、落下、
破損、水濡れ、常温常圧下以外での使用、そ
の他提供機器に故障等を生じることが相当な
事由があり、当該事由に起因して提供機器の
動作不良等が生じた場合 
 (３) プレミアムメンバーが第 19 条（禁止
事項）に定める禁止事項に違反した場合 
２ 前項に規定する修補の求めがあった場
合、当社はその判断により、提供機器の瑕疵
の修補又は提供機器の交換を行うものとし、
その費用は当社が負担します。 
３ 提供機器の引き渡しの日から 12 ヶ月を
経過した後に当社に通知いただいた動作不良
等については、動作不良等の原因にかかわら
ず有償の修理又は機器交換となり、当社はプ
レミアムメンバーに対し、修理又は機器交換
に要する費用を請求することができるものと
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します。ただし個別規約、「お申込み内容 確
認事項」で特段の定めがある場合はこの限り
ではありません。 
 
第５章 プレミアムサービスの利用料金 
 
第 27 条 （料金等の支払） 
１ プレミアムメンバーは当社に対し、本メ
ンバーシップで定めるサービス一体型メンバ
ーシップの対価として、「お申込み内容 確認
事項」に記載の料金（月額料金又は年額料金
等入会するコースが定めるところによりま
す）及びその他諸費用（オプション料金、第
29 条（手続きに関する料金の支払義務）に規
定する各手数料、工事費用ほか）を支払うも
のとします（以下、料金及び諸費用を総称し
て「料金等」といいます。）。 
２ 前項の料金等は、第 22 条（提供機器の
提供）に定める提供機器の提供、第 12 条
（提供ソフトウェアの使用許諾）に定める提
供ソフトウェアの使用許諾、及び第 13 条
（サポートサービス）以下に定めるサポート
サービスを包含したサービス一体型メンバー
シップの総体的な対価として合意されている
ものです。 
３ 当社に対する料金等の支払いは、別段の
定めがない限り、当社又は集金代行業者が集
金するものとします。 
４ 当社が提供するプレミアムサービスの料
金について、社会経済情勢、原価、物価の変
化、性能担保及び安全性確保のための機能追
加、範囲拡大、インフラなどの設備投資、又
は利用状況や環境の変化から、料金改定が必
要となった場合、当社が適当と判断する方法
に従いプレミアムメンバーに通知するものと
します。当該通知についてプレミアムメンバ
ーの書面による同意があった場合には、当社
は改定後の料金等を適用することができるも
のとします。 
５ 当社は、プレミアムサービスの料金等そ
の他本メンバーシップに基づき当社がプレミ
アムメンバーに対して有する債権の請求及び
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化、性能担保及び安全性確保のための機能追
加、範囲拡大、インフラなどの設備投資、又
は利用状況や環境の変化から、料金改定が必
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料金等を適用することができるものとしま
す。 
 
５ 当社は、プレミアムサービスの料金等そ
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受領行為を集金代行業者に委託することがで
きるものとします。 
６ プレミアムメンバーは、プレミアムサー
ビスの入会時に料金等の支払方法を当社又は
集金代行業者に通知するものとします。 
７ 料金支払の遅延があった場合、又は、事
由の如何を問わず料金等の支払が確認できな
かった場合、当社又は集金代行業者より、当
社又は集金代行業者の定める方法にて再請求
を行います。 
８ 当社は、既に受領した料金等について返
還する義務を負わないものとします。 
９ プレミアムメンバーが料金等の支払方法
を当社もしくは集金代行業者へ通知しない、
又は通知した支払方法による料金等の支払が
確認できない等の事由により、当社又は集金
代行業者が払込票を発行して料金等の請求を
行う場合には、別に定める手数料を加算して
料金等を請求できるものとします。 
10 当社が別に定める申込手数料や工事費そ
の他申込に際して支払いを要する料金につい
ては、初回の月額料金と併せて支払うものと
します。 
 
第 28 条 （料金等の支払義務） 
１ プレミアムサービスの月額料金等は、当
社が別に定める料金表によるものとします。 
２ プレミアムサービスは、提供開始日が属
する料金月（第 33 条（料金等の計算方法）
で規定するところによります。）の翌料金月の
料金から起算して、第 43 条（早期退会）で
規定する退会日までの期間について、支払い
を要するものとします。 
 
第 29 条 （手続きに関する料金の支払義
務） 
１ プレミアムメンバーは、プレミアムサー
ビスに係るメンバーシップの申込又は手続き
を要する請求をし、その承諾を受けたときは
以下の各号に規定する手数料の支払いを要し
ます。ただし、当社が別に定める場合は当該
規定によるものとします。 
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第 28 条 （料金等の支払義務） 
１ プレミアムサービスの月額料金等は、当
社が別に定める料金表によるものとします。 
２ プレミアムサービスは、提供開始日が属
する料金月（第 33 条（料金等の計算方法）
で規定するところによります。）の翌料金月の
料金から起算して、第 43 条（早期退会）で
規定する退会日までの期間について、支払い
を要するものとします。 
 
第 29 条 （手続きに関する料金の支払義
務） 
１ プレミアムメンバーは、プレミアムサー
ビスに係るメンバーシップの申込又は手続き
を要する請求をし、その承諾を受けたときは
以下の各号に規定する手数料の支払いを要し
ます。ただし、当社が別に定める場合は当該
規定によるものとします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (１) 「入会金」は、プレミアムメンバー
が本メンバーシップに入会する際に 5,000 円
（税別）の支払いを要するものとします。 
  

(２) 「事務手数料」は、プレミアムメン
バーが本メンバーシップの入会と同時に、又
は本メンバーシップの入会中に、入会中のコ
ースを変更する場合やオプションサービスを
追加登録する場合に支払いを要するものと
し、その料金額はコースやオプションサービ
ス毎に当社が別に定めるところによります。
なお、同時に複数のコースやオプションサー
ビスに入会する場合でも、入会するコースや
オプションサービス毎に支払いを要するもの
とします。 
 (３) 「店頭支払金」は、本メンバーシッ
プの入会やコース変更にあたって、入会金や
事務手数料と別に支払いを要するものであ
り、入会又はコース変更の日に当社が別に定
めた料金額の支払いを要するものとします。 
 (４) 「解約手数料」は、本メンバーシッ
プの提供にあたって当社に生じた初期投資や
提供機器の所有権移転の対価及びその他当社
が負担した料金の回収のための手数料であ
り、プレミアムメンバーが入会している本メ
ンバーシップを解約する場合に支払いを要す
るものとします。解約手数料の料金額は本メ
ンバーシップ毎に当社が別に定めるところに
よります。 
 (５) 「通信プラン変更手数料」は、入会
しているワイヤレスデータ通信サービス付コ
ースにおいて、週間データ通信量や月間デー
タ通信量を変更する際に 3,000 円（税別）の
支払いを要するものとします。 
 (６) 「メンバーカード再発行手数料」
は、第７条（プレミアムメンバーカードの再
発行）の規定において当社が本カードの再発
行を認め、再発行の手続きを行う際に 1,000
円（税別）の支払いを要するものとします。 
 
 (７) 「口座自動振替手数料」は、第 32 条
（料金等の支払方法）第２項に規定の口座自

 (１) 「入会金」は、プレミアムメンバー
が本メンバーシップに入会する際に 5,000 円
（税込額 5,500 円）の支払いを要するものと
します。 
 (２) 「事務手数料」は、プレミアムメン
バーが本メンバーシップの入会と同時に、又
は本メンバーシップの入会中に、入会中のコ
ースを変更する場合やオプションサービスを
追加登録する場合に支払いを要するものと
し、その料金額はコースやオプションサービ
ス毎に当社が別に定めるところによります。
なお、同時に複数のコースやオプションサー
ビスに入会する場合でも、入会するコースや
オプションサービス毎に支払いを要するもの
とします。 
 (３) 「店頭支払金」は、本メンバーシッ
プの入会やコース変更にあたって、入会金や
事務手数料と別に支払いを要するものであ
り、入会又はコース変更の日に当社が別に定
めた料金額の支払いを要するものとします。 
 (４) 「解約手数料」は、本メンバーシッ
プの提供にあたって当社に生じた初期投資や
提供機器の所有権移転の対価及びその他当社
が負担した料金の回収のための手数料であ
り、プレミアムメンバーが入会している本メ
ンバーシップを解約する場合に支払いを要す
るものとします。解約手数料の料金額は本メ
ンバーシップ毎に当社が別に定めるところに
よります。 
 (５) 「通信プラン変更手数料」は、入会
しているワイヤレスデータ通信サービス付コ
ースにおいて、週間データ通信量や月間デー
タ通信量を変更する際に 3,000 円（税込額
3,300 円）の支払いを要するものとします。 
 (６) 「メンバーカード再発行手数料」
は、第７条（プレミアムメンバーカードの再
発行）の規定において当社が本カードの再発
行を認め、再発行の手続きを行う際に 1,000
円（税込額 1,100 円）の支払いを要するもの
とします。 
 (７) 「口座自動振替手数料」は、第 32 条
（料金等の支払方法）第２項に規定の口座自

 
 

（変更） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（変更） 
 
 
 
 
 

（変更） 
 
 
 



動振替によるプレミアムサービスの料金の支
払いをする場合に、税抜額 200 円（税込額
220 円）をプレミアムサービスの料金等に加
算して得られた料金額を請求するものとしま
す。なお、口座自動振替手数料は当該コース
の月額料金に含まれており、本メンバーシッ
プの月額料金と口座自動振替手数料を一体と
して取り扱うものとします。 
 (８) 「払込票発行手数料」は、第 27 条
（料金等の支払）第９項に規定の払込票を発
行して料金等の請求を行う場合に、当社及び
集金代行業者又は請求事業者（第 39 条（債
権の譲渡等）に規定するものをいいます。）
は、プレミアムメンバーに対して払込票によ
る支払につき税抜額 300 円（税込額 330 円）
を請求できるものとします。 
 (９) その他手数料等は、当社が別に定め
るところによる料金の支払いを要するものと
します。 
２ 前項の規定にかかわらず以下の各号に該
当する場合に、プレミアムメンバーは事務手
数料及び通信プラン変更手数料の支払いを要
しません。 
 (１) プレミアムメンバーが 70 歳以上で第
11 条（提供開始日）に定める提供開始日より
３ヶ月以内に当社へ入会コースの変更の申し
出があったとき 
 (２) プレミアムメンバーが 75 歳以上でメ
ンバーシップ期間にかかわらず当社へ入会コ
ースの変更の申し出があったとき 
 
第 30 条 （メンバーシップ期間に係る解約
手数料の支払義務） 
１ プレミアムメンバーは、本メンバーシッ
プのメンバーシップ期間中に本メンバーシッ
プを早期退会する場合には、「お申込み内容 
確認事項」に記載の解約手数料を支払うもの
とします。 
２ 前項の規定にかかわらず以下の各号に該
当する場合に、プレミアムメンバーはそのメ
ンバーシップ期間に係る解約手数料の支払い
を要しません。ただし、提供機器がある場合

動振替によるプレミアムサービスの料金の支
払いをする場合に、税抜額 200 円（税込額
220 円）をプレミアムサービスの料金等に加
算して得られた料金額を請求するものとしま
す。なお、口座自動振替手数料は当該コース
の月額料金に含まれており、本メンバーシッ
プの月額料金と口座自動振替手数料を一体と
して取り扱うものとします。 
 (８) 「払込票発行手数料」は、第 27 条
（料金等の支払）第９項に規定の払込票を発
行して料金等の請求を行う場合に、当社及び
集金代行業者又は請求事業者（第 39 条（債
権の譲渡等）に規定するものをいいます。）
は、プレミアムメンバーに対して払込票によ
る支払につき税抜額 300 円（税込額 330 円）
を請求できるものとします。 
 (９) その他手数料等は、当社が別に定め
るところによる料金の支払いを要するものと
します。 
２ 前項の規定にかかわらず以下の各号に該
当する場合に、プレミアムメンバーは事務手
数料及び通信プラン変更手数料の支払いを要
しません。 
 (１) プレミアムメンバーが 70 歳以上で第
11 条（提供開始日）に定める提供開始日より
３ヶ月以内に当社へ入会コースの変更の申し
出があったとき 
 (２) プレミアムメンバーが 75 歳以上でメ
ンバーシップ期間にかかわらず当社へ入会コ
ースの変更の申し出があったとき 
 
第 30 条 （メンバーシップ期間に係る解約
手数料の支払義務） 
１ プレミアムメンバーは、本メンバーシッ
プのメンバーシップ期間中に本メンバーシッ
プを早期退会する場合には、「お申込み内容 
確認事項」に記載の解約手数料を支払うもの
とします。 
２ 前項の規定にかかわらず以下の各号に該
当する場合に、プレミアムメンバーはそのメ
ンバーシップ期間に係る解約手数料の支払い
を要しません。ただし、提供機器がある場合

 
（変更） 
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はこの限りではないものとします。 
 (１)  メンバーシップ期間の満了月（更新
月）においてプレミアムサービスの退会の申
し出があったとき 
 (２) プレミアムメンバーの死亡に関する
届け出があった場合であってその死亡日から
当社が定める期間内にその退会の申し出があ
ったとき 
 (３) プレミアムサービスと同じメンバー
シップ種別で別のメンバーシップ区分のコー
スへ変更する場合で当社が認めたとき 
 (４) プレミアムメンバーが 70 歳以上で第
11 条（提供開始日）に定める提供開始日より
３ヶ月以内に当社へ退会の申し出の申し出が
あったとき 
 (５) プレミアムメンバーが 75 歳以上でメ
ンバーシップ期間にかかわらず当社へ退会の
申し出の申し出があったとき 
３ 前項の場合においても、プレミアムメン
バーは第 27 条（料金等の支払）に規定する
料金等のうち解約手数料以外の支払いを免れ
ないものとします。 
 
第 31 条 （定期コースに係る解約手数料の
支払義務） 
１ プレミアムメンバーは、第 42 条に規定
する定期コースの締結後に、第 20 条（メン
バーシップ期間）第３項に定める定期コース
の更新月以外で退会することを当社に通知し
たとき、定期コースを解除して一般コースを
締結するとき、及び、当社がその定期コース
を解除したときは、以下に規定する料金の支
払いを要します。 
区分 料金額 
次の税抜額（かっこ内は税込額） 
定期コースに係る解約手数料 
（１メンバーシップごとに）  
年とく割 3,000 円（3,300 円） 
２年とく割 10,000 円（11,000 円） 
３年とく割 10,000 円（11,000 円） 
 
２ 前項の規定にかかわらず、以下の各号に

はこの限りではないものとします。 
 (１)  メンバーシップ期間の満了月（更新
月）においてプレミアムサービスの退会の申
し出があったとき 
 (２) プレミアムメンバーの死亡に関する
届け出があった場合であってその死亡日から
当社が定める期間内にその退会の申し出があ
ったとき 
 (３) プレミアムサービスと同じメンバー
シップ種別で別のメンバーシップ区分のコー
スへ変更する場合で当社が認めたとき 
 (４) プレミアムメンバーが 70 歳以上で第
11 条（提供開始日）に定める提供開始日より
３ヶ月以内に当社へ退会の申し出の申し出が
あったとき 
 (５) プレミアムメンバーが 75 歳以上でメ
ンバーシップ期間にかかわらず当社へ退会の
申し出の申し出があったとき 
３ 前項の場合においても、プレミアムメン
バーは第 27 条（料金等の支払）に規定する
料金等のうち解約手数料以外の支払いを免れ
ないものとします。 
 
第 31 条 （定期コースに係る解約手数料の
支払義務） 
１ プレミアムメンバーは、第 42 条に規定
する定期コースの締結後に、第 20 条（メン
バーシップ期間）第３項に定める定期コース
の更新月以外で退会することを当社に通知し
たとき、定期コースを解除して一般コースを
締結するとき、及び、当社がその定期コース
を解除したときは、以下に規定する料金の支
払いを要します。 
区分 料金額 
次の税抜額（かっこ内は税込額） 
定期コースに係る解約手数料 
（１メンバーシップごとに）  
年とく割 3,000 円（3,300 円） 
２年とく割 10,000 円（11,000 円） 
３年とく割 10,000 円（11,000 円） 
 
２ 前項の規定にかかわらず、以下の各号に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



該当する場合には、プレミアムメンバーはそ
の定期コースに係る解約手数料の支払いを要
しません。 
 (１) 定期コースの更新月においてその定
期コースの退会の申し出があったとき 
 (２) プレミアムメンバーの死亡に関する
届け出があった場合であってその死亡日から
当社が定める期間内にその退会の申し出があ
ったとき 
 (３) 定期コースの解除と同時にメンバー
シップ期間が定められている当社所定のコー
スに入会するとき 
 (４) プレミアムメンバーが 70 歳以上で第
11 条（提供開始日）に定める提供開始日より
３ヶ月以内に当社へ退会の申し出があったと
き 
 (５) プレミアムメンバーが 75 歳以上でメ
ンバーシップ期間にかかわらず当社へ退会の
申し出があったとき 
３ 前項の場合においてもプレミアムメンバ
ーは第 27 条（料金等の支払）に規定する料
金等のうち解約手数料以外の支払いを免れな
いものとします。 
 
第 32 条 （料金等の支払方法） 
１ 第 27 条（料金等の支払）に定める料金
等を当社が集金する場合、プレミアムメンバ
ーはクレジットカードで当該料金等を支払う
ものとします。 
 
２ クレジットカードの請求締め日や支払日
は、プレミアムメンバーがプレミアムサービ
スの料金を支払うことを目的として提示した
クレジットカードの当該クレジットカード発
行会社が規約において定めている請求締め日
及び支払日に従うものとします。第 10 条
（届出事項の変更）において、クレジットカ
ードの変更を行ったことによる当該クレジッ
トカードの締め日及び支払日等の変化につい
てはプレミアムメンバーが入会している当該
クレジットカード発行会社の規約によるもの
とし、当社は一切の説明義務を負わないもの

該当する場合には、プレミアムメンバーはそ
の定期コースに係る解約手数料の支払いを要
しません。 
 (１) 定期コースの更新月においてその定
期コースの退会の申し出があったとき 
 (２) プレミアムメンバーの死亡に関する
届け出があった場合であってその死亡日から
当社が定める期間内にその退会の申し出があ
ったとき 
 (３) 定期コースの解除と同時にメンバー
シップ期間が定められている当社所定のコー
スに入会するとき 
 (４) プレミアムメンバーが 70 歳以上で第
11 条（提供開始日）に定める提供開始日より
３ヶ月以内に当社へ退会の申し出があったと
き 
 (５) プレミアムメンバーが 75 歳以上でメ
ンバーシップ期間にかかわらず当社へ退会の
申し出があったとき 
３ 前項の場合においてもプレミアムメンバ
ーは第 27 条（料金等の支払）に規定する料
金等のうち解約手数料以外の支払いを免れな
いものとします。 
 
第 32 条 （料金等の支払方法） 
１ 第 27 条（料金等の支払）に定める料金
等を当社が集金する場合、プレミアムメンバ
ーが当社所定の方法により登録したクレジッ
トカードで当該料金等を支払うものとしま
す。 
２ クレジットカードの請求締め日や支払日
は、登録されたクレジットカードの発行会社
が規約において定めている請求締め日及び支
払日に従うものとします。第 10 条（届出事
項の変更）において、クレジットカードの変
更を行ったことによる請求締め日及び支払日
等の変化についてはプレミアムメンバーが入
会している当該クレジットカード発行会社の
規約によるものとし、当社は一切の説明義務
を負わないものとします。 
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とします。 
３ プレミアムメンバーは、当社に別に申し
出をしない限り、毎月継続して同様にプレミ
アムサービスの料金等を支払うものとしま
す。 
４ 当社は、プレミアムメンバーの料金等の
計算を第 33 条（料金等の計算方法）に定め
る料金等計算日に行い、確定します。 
５ 当社は、前号で確定した料金等の請求
を、プレミアムメンバーが当該クレジットカ
ード会社に対し、料金等計算日から６日以内
に行うものとします。 
６ プレミアムメンバーと、当該クレジット
カード会社の間で料金等及び工事費その他の
債務を巡って紛争が発生した場合、当該当事
者間で解決するものとし、当社は一切免責す
るものとします。 
７ 第１項の規定にかかわらず、入会するコ
ースが口座自動振替（ただしプレミアムメン
バーが支払方法として株式会社ゆうちょ銀行
の預金口座からの引き落としを指定する場合
は「自動払込み」に置き換えるものとしま
す。以下同じとします。以下料金等の支払が
口座自動振替となるコースを「口座コース」
といいます。）による料金等を支払うことを定
めている場合に限り、集金は集金代行業者が
運営する収納代行サービスを通じて行われる
ものとします。なお、当該収納代行サービス
の料金等の支払方法等は、各集金代行業者が
定める当該収納代行サービスの規約に準じる
ものとします。 
８ 事務手数料及び解約手数料等について、
当社が認めた場合に限り、ＰＣ ＤＥＰＯＴ
店舗、ピーシーデポスマートライフ店舗で支
払ができるものとします。なお、パソコンク
リニック店舗では、本メンバーシップに係る
料金の一切の支払はできないものとします。 
９ 当社は、クレジットカード払いにて収受
した本メンバーシップに係る料金等に関して
領収書を発行する義務を負いません。プレミ
アムメンバーは、支払ったプレミアムサービ
スの料金等について、当社に領収書を請求し

 
３ プレミアムメンバーは、当社に別に申し
出をしない限り、毎月継続的に料金等を支払
うものとします。 
 
４ 当社は、プレミアムメンバーの料金等の
計算を第 33 条（料金等の計算方法）に定め
る料金等計算日に行い、確定します。 
５ 当社は、前項で確定した料金等の請求
を、プレミアムメンバーが当該クレジットカ
ード会社に対し、料金等計算日から６日以内
に行うものとします。 
６ プレミアムメンバーと、当該クレジット
カード会社の間で料金等及び工事費その他の
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ないこととします。 
 
第 33 条 （料金等の計算方法） 
１ 当社は、料金及び工事費その他の債務に
おいて、本規約に別段の定めがある場合を除
いて、毎暦月の初日から末日までの間（以下
「料金月」といいます。）を単位として計算し
ます。 
２ 当社は、プレミアムサービスの料金等を
料金月の前暦月の前日に計算します。このと
きの料金等の計算日を料金等計算日といいま
す。 
３ プレミアムメンバーは、プレミアムサー
ビスで支払いを要する料金等を、料金月の前
暦月の末日に支払うものとします。 
４ 前項の規定にかかわらず、次表に定める
メンバーシップ種別の料金については、当社
は次表「料金等計算日」欄に規定する日に料
金等の計算を行い、プレミアムメンバーは、
次表「支払日」欄に規定する日に料金等を支
払うものとします。 
表（略） 
５ 事由の如何を問わず、プレミアムサービ
スを退会した場合は、プレミアムメンバーは
退会の日までの料金等を支払うものとしま
す。 
６ 当社は、当社の業務の遂行上やむを得な
い場合は、料金月に係る料金等計算の起算
日、締切日を変更することがあります。 
 
第 34 条 （端数処理） 
  当社は、料金及び工事費その他の債務の
計算において、その計算結果に 1 円未満の端
数が生じた場合は、その端数を切り捨てま
す。 
 
第 35 条 （料金の一括後払い） 
  当社は、当社に特別の事情がある場合
は、プレミアムメンバーの承諾を得て、2 ヶ
月以上の料金を、当社が指定する期日までに
まとめて支払っていただくことがあります。 
 

します。 
 
第 33 条 （料金等の計算方法） 
１ 当社は、料金及び工事費その他の債務に
おいて、本規約に別段の定めがある場合を除
いて、毎暦月の初日から末日までの間（以下
「料金月」といいます。）を単位として計算し
ます。 
２ 当社は、プレミアムサービスの料金等を
料金月の前暦月の前日に計算します。このと
きの料金等の計算日を料金等計算日といいま
す。 
３ プレミアムメンバーは、プレミアムサー
ビスで支払いを要する料金等を、料金月の前
暦月の末日に支払うものとします。 
４ 前項の規定にかかわらず、次表に定める
メンバーシップ種別の料金については、当社
は次表「料金等計算日」欄に規定する日に料
金等の計算を行い、プレミアムメンバーは、
次表「支払日」欄に規定する日に料金等を支
払うものとします。 
表（略） 
５ 事由の如何を問わず、プレミアムサービ
スを退会した場合は、プレミアムメンバーは
退会の日までの料金等を支払うものとしま
す。 
６ 当社は、当社の業務の遂行上やむを得な
い場合は、料金月に係る料金等計算の起算
日、締切日を変更することがあります。 
 
第 34 条 （端数処理） 
  当社は、料金及び工事費その他の債務の
計算において、その計算結果に 1 円未満の端
数が生じた場合は、その端数を切り捨てま
す。 
 
第 35 条 （料金の一括後払い） 
  当社は、当社に特別の事情がある場合
は、プレミアムメンバーの承諾を得て、2 ヶ
月以上の料金を、当社が指定する期日までに
まとめて支払っていただくことがあります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第 36 条 （消費税相当額の加算） 
１ 「消費税相当額」とは、消費税法（昭和
63 年法律第 108 号）及び同法に関する法令の
規定に基づき課税される消費税の額並びに地
方税法（昭和 25 年法律第 226 号）及び同法
に関する法令の規定に基づき課税される地方
消費税の額をいいます。 
２ 本章又は個別規約の各規定に基づき料金
の支払いを要するものとされている場合、プ
レミアムメンバーのお支払額は、各規定に記
載の税別金額に消費税相当額を加算した金額
となります。 
 
第 37 条 （料金等の臨時減免） 
１ 当社は、災害が発生し、又は発生するお
それがあるときは、本メンバーシップの規定
にかかわらず、当社の裁量により臨時にその
料金及び工事費その他の債務を減免すること
があります。 
２ 当社は前項の規定に基づき料金及び工事
費その他の債務の減免を行ったときは、ＰＣ 
ＤＥＰＯＴ店舗、ピーシーデポスマートライ
フ店舗及びパソコンクリニック店舗に掲示す
る等の方法でその旨を周知します。 
 
第 38 条 （延滞利息） 
  プレミアムメンバーは、料金及び工事費
その他の債務（第 39 条（債権の譲渡等）の
規定に基づき、当社が請求事業者（第 39 条
（債権の譲渡等）に規定するものをいいま
す。）へ譲渡した債権を含み、延滞利息を除き
ます。以下、この条において同じとします。）
について、支払期日を経過してもなお支払い
がない場合には、支払期日の翌日から債務が
現実に支払われた日の前日までの日数につい
て、年 14.5％の割合で計算して得た額を延滞
利息として付加して支払うものとします。 
 
第 39 条 （債権の譲渡等） 
１ プレミアムメンバーは、当社がプレミア
ムサービスに係る料金及び工事費その他の債
務に係る債権を、当社が定める第三者（以下
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「請求事業者」といいます。）に委譲すること
をあらかじめ承認していただきます。この場
合において、当社及び請求事業者は、プレミ
アムメンバーへの個別の通知又は譲渡承認の
請求を省略するものとします。 
２ プレミアムメンバーは、当社が前項の規
定に基づき請求事業者への債権を譲渡する場
合において、当社が別途定めるプライバシー
ポリシーに規定した個人情報を当社が請求事
業者へ提供する場合があることにあらかじめ
同意するものとします。 
３ プレミアムメンバーは、当社が第１項の
規定に基づき請求事業者へ譲渡した債権に係
る情報（請求事業者への支払状況に関するも
のであって、当社が定めるものに限ります。）
を請求事業者が当社に提供する場合があるこ
とにあらかじめ同意するものとします。 
 
第６章 プレミアムサービスの利用中止等 
 
第 40 条 （利用中止） 
１ 当社は、当社又は提携事業者の保守上や
むを得ない場合、プレミアムサービスの提供
を中止することがあります。 
２ 当社が前項の規定に基づいてプレミアム
サービスの提供を中止するときは、事前に当
社ホームページに掲載し、又は当社が適当と
判断した方法でプレミアムメンバーにお知ら
せ致します。ただし、緊急やむを得ない場合
はこの限りではありません。 
 
第 41 条 （利用停止） 
１ 当社は、プレミアムメンバーが以下の各
号のいずれかに該当するときは、6 ヶ月以内
で当社が定める期間（ただしプレミアムサー
ビスに係る料金及び工事費その他の債務を支
払わないときは、6 ヶ月の制限なく、これら
が支払われるまでの間とします）、プレミアム
サービスの利用を停止することがあります。 
 (１) 料金、工事費その他プレミアムメン
バーが負う債務について支払期日を経過して
も支払わないとき（支払期日を経過した後、
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ＰＣ ＤＥＰＯＴ店舗、ピーシーデポスマー
トライフ店舗以外において支払われた場合で
あって、当社がその支払の事実を確認できな
いとき、及び、第 39 条（債権の譲渡等）の
規定に基づき当社が債権を譲渡した場合であ
って、その譲渡先への支払がない時を含みま
す。） 
 (２) プレミアムサービスのメンバーシッ
プ申込に当たり当社所定の事実に反する記載
を行ったことが判明した場合 
 (３) 第 10 条（届出事項の変更）の規定に
違反したとき及び届け出た内容が事実に反す
ることが判明した場合 
 (４) 第 19 条（禁止事項）の規定に違反し
たと当社が判断したとき 
 (５) 前各号のほか当社の業務遂行又は当
社の設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼす
おそれがある行為をしたとき 
２ 当社は前項の規定に基づきプレミアムサ
ービスの利用停止措置を行うときは、予めそ
のことをプレミアムメンバーに通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りで
はありません。 
３ 本条の利用停止には、第 17 条（ＰＣ 
ＤＥＰＯＴデバイスマネージャー）に規定す
る遠隔ロックによるサポート対象機器の利用
停止の実施を含むものとし、プレミアムメン
バーは当該利用停止の実施に同意するものと
します。 
４ 当社が本条に基づき利用停止を行った場
合でも、当社は当該利用停止措置に起因して
生じるプレミアムメンバーの直接又は間接の
損害について一切責任を負わないものとしま
す。 
 
第７章 本メンバーシップの終了 
 
第 42 条 （メンバーシップ期間満了時の扱
い） 
１ メンバーシップ期間が満了した場合、プ
レミアムメンバーは①一般コース、②定期コ
ースのいずれかを申し込むことができます。 
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２ プレミアムメンバーが一般コースを選択
した場合、本メンバーシップは更新されます
が、プレミアムメンバーは、提供機器がある
場合を除き、解約料金の負担なくいつでも解
約することができます。提供機器がある場合
は、「お申込み内容 確認事項」に記載の解約
手数料に定めるところによります。 
３ プレミアムメンバーが定期コースを選択
した場合、第 20 条（メンバーシップ期間）
に規定する更新日に自動更新され、第 20 条
（メンバーシップ期間）第３項に定める定期
コースの更新月以外での解約には解約料金が
発生します。 
４ 定期コースは以下に定める種別があり、
それぞれの種別に応じたメンバーシップ期間
中、入会コースの月額料金から割り引きます
（締結可能な定期コースの種別及び締結の可
否については、入会するコースに応じて当社
が別に定めるところによります。）。 
定期コースの種別  
メンバーシップ期間 割引額（月額） 
 次の税抜額（かっこ内は税込額） 
年とく割 12 ヶ月 500 円（550 円） 
２年とく割 24 ヶ月 700 円（770 円） 
３年とく割 36 ヶ月 1,000 円（1,100
円） 
５ プレミアムメンバーは、第 20 条（メン
バーシップ期間）に定める定期コースの更新
月に、定期コースを一般コースに変更するこ
とができます。 
６ プレミアムメンバーは、最低利用期間経
過後に自動的に定期コースを締結する旨当社
が定めるコースについて、最低利用期間中又
は更新月において、定期コースの自動締結を
解除し、一般コースの締結を申し込むことが
できます。 
 
第 43 条 （早期退会） 
１ 本メンバーシップのメンバーシップ期間
中であっても、プレミアムメンバーは当社に
対し、退会を申し出ることによってプレミア
ムメンバーを退会することができるものとし
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ます。 
２ プレミアムメンバーが当社に対して退会
を申し出た場合、毎月の初日から 20 日まで
は当社に当該申し出のあった月の末日を退会
日とし、毎月の 21 日から末日までは当社に
当該申し出のあった月の翌月末日を退会日と
します。なお、当該申し出に不備又は不足が
あった場合には、当社はプレミアムメンバー
にその旨を当社所定の方法で通知しますが、
不備不足が是正された適式な申し出が到達し
たときをもって退会の申し出の到達とみなし
ます。 
３ 当社は、退会時にサービス対象機器に対
して行った各種設定や修理その他の技術的措
置に対する原状復帰は、行わないものとしま
す。 
 
第 44 条 （メンバーシップ解除） 
１ 当社は、プレミアムメンバーが以下の各
号のいずれかに該当した場合、本メンバーシ
ップを解除してプレミアムメンバーを退会さ
せることができるものとします。 
 (１) 第４条（メンバー登録）第５項に定
めるメンバー登録上の禁止事項に該当したと
き 
 (２) 第 19 条（禁止事項）に定める禁止行
為を行ったとき 
 (３) 第 41 条（利用停止）の規定によりプ
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アムメンバーが、相当期間を経過してもなお
その事実を解消しないとき 
 (４) プレミアムメンバーが第 41 条（利用
停止）第１項各号のいずれかの事由に該当
し、かつその事実が当社の業務の遂行上著し
い支障があるとき 
 (５) プレミアムメンバーが料金等の支払
方法として指定したクレジットカードを発行
したクレジットカード会社からクレジットカ
ードの利用メンバーシップの解除その他の事
由によりクレジットカードの利用を認められ
ていないことを当社が認識し、かつプレミア
ムメンバーが他のクレジットカード（プレミ

ます。 
２ プレミアムメンバーが当社に対して退会
を申し出た場合、毎月の初日から 20 日まで
は当社に当該申し出のあった月の末日を退会
日とし、毎月の 21 日から末日までは当社に
当該申し出のあった月の翌月末日を退会日と
します。なお、当該申し出に不備又は不足が
あった場合には、当社はプレミアムメンバー
にその旨を当社所定の方法で通知しますが、
不備不足が是正された適式な申し出が到達し
たときをもって退会の申し出の到達とみなし
ます。 
３ 当社は、退会時にサービス対象機器に対
して行った各種設定や修理その他の技術的措
置に対する原状復帰は、行わないものとしま
す。 
 
第 44 条 （メンバーシップ解除） 
１ 当社は、プレミアムメンバーが以下の各
号のいずれかに該当した場合、本メンバーシ
ップを解除してプレミアムメンバーを退会さ
せることができるものとします。 
 (１) 第４条（メンバー登録）第５項に定
めるメンバー登録上の禁止事項に該当したと
き 
 (２) 第 19 条（禁止事項）に定める禁止行
為を行ったとき 
 (３) 第 41 条（利用停止）の規定によりプ
レミアムサービスの利用を停止されたプレミ
アムメンバーが、相当期間を経過してもなお
その事実を解消しないとき 
 (４) プレミアムメンバーが第 41 条（利用
停止）第１項各号のいずれかの事由に該当
し、かつその事実が当社の業務の遂行上著し
い支障があるとき 
 (５) プレミアムメンバーが料金等の支払
方法として指定したクレジットカードを発行
したクレジットカード会社からクレジットカ
ードの利用メンバーシップの解除その他の事
由によりクレジットカードの利用を認められ
ていないことを当社が認識し、かつプレミア
ムメンバーが他のクレジットカード（プレミ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



アムメンバー名義であり、かつ有効なクレジ
ットカードに限ります。）を支払方法として提
示しないとき 
 (６) 当社がメンバー登録を承諾したもの
の当社が定める期日までにプレミアムサービ
スの提供を開始できないとき 
 (７) 前各号のほかプレミアムメンバーが
本メンバーシップのいずれかの規定に違反
し、当社が相当期間を定めて催告してもなお
是正されないとき 
２ 前項のほか、プレミアムメンバーの死亡
について当社に届出があり、当社がその事実
を認識した場合、死亡の事実を確認した日を
もって退会の届出があったものとして、退会
日を定めるものとします。 
３ プレミアムメンバー（プレミアムメンバ
ーが死亡した場合はその法定相続人、以下本
項において同じ。）は、本条の規定により退会
となる場合、当社所定の期日までに提供機器
を当社に譲渡することができます。この場
合、提供機器の引渡しに要する送料等はプレ
ミアムメンバーが負担するものとします。 
 
第 45 条 （メンバーシップ終了後の残債支
払義務） 
  プレミアムメンバーは、事由の如何を問
わず本メンバーシップが終了した場合も、メ
ンバーシップ存続中に発生した債務について
の支払義務を免れないものとします。このと
きプレミアムメンバーは残債務を一括払いに
て支払うものとします。 
 
第 46 条 （存続条項） 
  事由の如何を問わず本メンバーシップが
終了した場合でも、第６条（プレミアムメン
バーカードの管理）第３項、第９条（メンバ
ー情報の管理及び利用）、第 21 条（免責）、
第 27 条（料金等の支払）、第 28 条（料金等
の支払義務）、第 29 条（手続きに関する料金
の支払義務）、第 30 条（メンバーシップ期間
に係る解約手数料の支払義務）、第 31 条（定
期コースに係る解約手数料の支払義務）、第
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36 条（消費税相当額の加算）、第 38 条（延滞
利息）、第 39 条（債権の譲渡等）、本条、第
49 条（譲渡禁止等）、第 50 条（裁判管轄）、
第 51 条（準拠法）、第 52 条（分離性）の規
定は依然として効力を有するものとします。 
 
第８章 雑則 
 
第 47 条 （個人情報の取扱い） 
１ 当社がプレミアムメンバーから取得する
個人情報の項目、利用目的及び第三者提供を
行う場合については、いずれも当社が別に定
めて公表するプライバシーポリシー（https:// 
www.pcdepot.co.jp/p_policy.html）の定める
ところによるものとします。 
２ 当社はプレミアムメンバーの個人情報を
善良なる管理者の注意をもって厳格に管理す
るものとし、万が一にも個人情報の流出等が
生じることのないよう十分な管理を行うもの
とします。 
３ プレミアムメンバーは、当社がプライバ
シーポリシー記載の利用目的及び利用態様に
従ってプレミアムメンバーの個人情報を利用
することに同意するものとします。 
 
第 48 条 （暴力団等反社会的勢力の排除） 
１ 両当事者は、相手方に対し、本メンバー
シップ入会時において、自ら（法人の場合
は、代表者、役員又は実質的に経営を支配す
る者をいいます。）が暴力団、暴力団員、暴力
団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、
政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、そ
の他反社会的勢力（以下｢暴力団等反社会的勢
力｣といいます。）に該当しないことを表明
し、かつ将来にわたっても該当しないことを
確約するものとします。 
２ 当事者の一方は、相手方が暴力団等反社
会的勢力に属すると判明した場合、催告をす
ることなく、本メンバーシップを解除するこ
とができるものとします。 
３ 当事者の一方が、前項の規定により本メ
ンバーシップを解除した場合には、解除した
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当事者はこれによる相手方当事者の損害を賠
償する責を負わないものとします。 
 
第 49 条 （譲渡禁止等） 
１ プレミアムメンバーは、本メンバーシッ
プにおける権利義務の全部又は一部につい
て、第三者への譲渡、担保提供などの処分行
為を行ってはならないものとします。 
２ 本メンバーシップは当社とプレミアムメ
ンバーとの信頼関係を基礎とする継続的な関
係であるため、プレミアムメンバーが死亡し
た場合、本メンバーシップにおける権利又は
メンバーシップにおける地位を相続人又は第
三者が承継することはできず、メンバーシッ
プ関係は終了します。 
３ 前項の場合でも、プレミアムメンバーが
当社から機器の提供を受けている場合、法定
相続人は個別規約の内容に従って提供機器を
当社に譲渡しなければならないものとしま
す。 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第 50 条 （裁判管轄） 
  本メンバーシップに基づく紛争は、横浜
簡易裁判所又は横浜地方裁判所を第一審の専
属的合意管轄裁判所とします。 
 
第 51 条 （準拠法） 
  本メンバーシップの準拠法は日本国法と
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第 50 条 （本規約の変更） 
１ 当社は、プレミアムメンバーに新たなサ
ービスを迅速に提供するため、および当社が
必要と認めた場合、本規約を⺠法第 548 条の
4 の定型約款の変更の規定に基づいて変更す
るものとします。 
２ 前項による本規約の変更は、変更後の内
容を当社のホームページで公表し、公表の際
に定める相当な期間を経過した日から適用さ
れるものとします。 
３ 前項にかかわらず、プレミアムメンバー
に有利な本規約の変更は、公表日に適用され
るものとします。 
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し、本メンバーシップの効力及び解釈は同国
法に基づき判断されるものとします。 
 
第 52 条 （分離性） 
  本規約又は個別規約の一部の規定が無効
で強制力を持たない場合でも、他の部分の有
効性はその影響を受けず、引き続き有効に強
制力を持ち続けるものとします。 
 
令和３年１月１日 改訂 
 

し、本メンバーシップの効力及び解釈は同国
法に基づき判断されるものとします。 
 
第 53 条 （分離性） 
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で強制力を持たない場合でも、他の部分の有
効性はその影響を受けず、引き続き有効に強
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令和３年１1 月１日 改定 
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